
令和６年度分の内部通報の概要等 

 

(1)通報の状況 

 

(2)通報の概要 

 【受理】 

（総合窓口分：2件、外部窓口分：５件） 

 番号 受付日等 通報の概要 調査結果の概要 

R6-1 

 

（受付） 

外部窓口 

 R6.9.3 

総務部 

 R6.9.6 

 

（調査結果

の通知） 

 R6.12.23 

 

 

① 職員は物品購入契約に

おいて、契約履行の検査を

自らせずに、行政事務支援

員の確認をもって自ら検査

したことにし、自ら検査し

たことの証拠として自らの

認印を押印している。これ

は、虚偽公文書の作成及び

同行使である。 

 

 

 

② 行政事務支援員は定型

的な業務に従事する職員で

あることから、賠償責任を

負うかもしれない検査をさ

せることは不適切であり、

所属長は検査員の選任を適

切に履行していない。 

 

③ 職員は行政事務支援員

が納品の確認をし、検査し

た旨の押印は実際には検査

をしていない部下職員が行

っていることを把握してい

ながら、これを是正してい

ない。さらに、部下職員が

① 検査員たる職員が行政事務支援

員に検査業務の一部を委ね、分担し

ているのであり、行政事務支援員か

ら品目・数量等納品物の内容につい

て報告を受けた職員が検査員として

押印しているため、検査自体は検査

員たる職員の責任のもと行われてい

る。 

 したがって、公文書の内容に虚偽

があるとは言えず、虚偽公文書の作

成及び同行使にはあたらない。 

 

②③④ ①のとおり、検査員たる職

員は、行政事務支援員からの報告を

受け、自らの責任のもと検査を行っ

ているのであり、検査業務は適切に

行われている。 

 なお、行政事務支援員は、「職員の

指揮のもとに内部事務又は特定の事

務の一部を処理する」職として整理

されており、一般的な物品購入に係

る検査を行政事務支援員に命じたと

しても、不適切であるとは言えない

と考えられる。 

 

 

 

通報窓口 通報件数 
左の通報件数のうち 

備 考 
受理件数 不受理件数 

総合窓口 

（総務部人事課） 
３ ２ １ 

受理件数のうち

1件は調査中 

外部窓口 

（外部窓口通報処理者） 
５ ５ ０  

計 ８ ７ １  



検査をしても、行政事務支

援員が確認して部下職員が

検査したことにしてもどち

らでもいいとしており、

①、②を助長するものであ

る。 

 

④ 検査印が虚偽のもので

あるのに支出をしているこ

とは、地方自治法及び三重

県会計規則違反であり、反

復継続されていることから

も悪質である。 

 

 

 番号 受付日等 通報の概要 調査結果の概要 

R6-2 

 

（受付） 

総務部 

 R6.10.28 

 調査中 

 

 

 

 番号 受付日等 通報の概要 調査結果の概要 

R6-3 

 

（受付） 

外部窓口 

 R6.12.19 

総務部 

 R6.12.20 

 

（調査結果

の通知） 

 R7.2.19 

 

 

① 少なくとも令和元年度

から市町向け法律相談窓口

設置業務委託を行っている

が、令和元年度から現在ま

で相談実績が少なく、相談

実績に見合わない金額の支

払いをしている。これは、

地方自治法第 2条第 14項

（最小の経費で最大の効

果）に違反している。 

 

 

 

 

 

 

② 法令に違反した支出と

ならないよう確認する義務

があるにもかかわらず、改

善を求めず、漫然と支払い

を続けている。 

① 各市町で発生した法的課題を解

決し、県全体で円滑な制度の推進を

図るために、県によって、制度を熟

知した弁護士が対応する相談窓口が

設置されている。 

 また、当該業務委託は、（旧）日本

弁護士連合会弁護士報酬基準におけ

る最低額をもとに算出された金額が

支払われている。 

 以上のことから、当該相談窓口

は、適切な制度運用のために必要不

可欠であり、また、その業務委託は

必要最小限の経費で行われているた

め、地方自治法違反にはあたらな

い。 

 

② ①のとおり、市町向け法律相談

窓口設置業務委託は、必要かつ適切

な業務委託であることから、改善指

導の対象ではない。 

 

 



 番号 受付日等 通報の概要 調査結果の概要 

R6-4 

 

（受付） 

外部窓口 

 R6.12.20 

総務部 

 R6.12.20 

 

（調査結果

の通知） 

 R7.1.27 

 

 

① 所得税法 225条第 1

項第 3号による支払調書の

うち、内国法人（人格のな

い社団等を含む）への支払

い分を税務署に提出する義

務があるが、これが行われ

ていない可能性がある。担

当所属は、例年発出してい

る各部局あて通知に法定調

書のリンクを掲載して発出

したのみで、積極的な是正

策を講じておらず、その役

割を十分に果たしていな

い。 

 

 

 

 

① 担当所属は、各部局あて、令和

６年１１月２２日付け事務連絡「令

和６年分給与所得の源泉徴収票等の

法定調書の提出について」を発出

し、法定調書の提出及び作成にあた

っての留意事項を呼び掛けている。 

 しかし、留意事項を確認せずに事

務を進めている各部局の担当者がい

たことから、再度、周知を行う必要

があることが確認された。 

 調査結果に基づき、より具体的な

注意喚起を行うため、令和７年１月

１０日付け事務連絡「報酬、料金、

契約及び賞金の支払調書の作成につ

いて」を発出して再度の周知を行う

とともに、各部局に直接、当該事務

連絡の周知と概要の説明を行った。 

 

 

 番号 受付日等 通報の概要 調査結果の概要 

R6-5 

 

（受付） 

外部窓口 

 R7.1.6 

総務部 

 R7.1.8 

 

（調査結果

の通知） 

 R7.3.18 

 

 

① 少なくとも令和 3年 4

月以降、管理小屋において

電気を使用していないこと

を知っていたにもかかわら

ず、同小屋の電気契約を継

続したことから、令和 6年

6月に解約するまでの間、

毎月 2,860円（その後、約

2,900 円に増額）の損害を

県に与えた。これは、地方

自治法第 2条第 14項（最

少の経費で最大の効果）に

違反している。 

 

② 法令に違反した支出と

ならないよう確認する義務

があるにもかかわらず、担

当所属に対し改善を求め

ず、漫然と支払いを続け

た。また、同小屋において

電気を使用していないこと

は認識しており、令和 5年

① 同小屋は、平時は休憩所として

利用されているが、悪天候等の緊急

時は避難小屋としての役割を担って

いるため、当該電気契約を継続して

いた。 

一方で、令和６年度から令和７年

度にかけて実施する建替工事の施工

に伴い、見直しを図るため、当該電

気契約も令和６年６月に解約した。 

以上のことから、当該電気契約は

継続の必要性があったものであり、

地方自治法違反にはあたらない。 

 

 

② ①のとおり、当該電気契約は、

同小屋が避難小屋として機能するた

めに必要な契約であったことから、

改善指導の対象ではない。 



度に担当所属へ疑義を伝え

ているものの、積極的な改

善指導を行わず、結果漫然

と支払いが継続されてい

た。 

 

 

 番号 受付日等 通報の概要 調査結果の概要 

R6-6 

 

（受付） 

総務部 

 R7.2.17 

 

（調査結果

の通知） 

 R7.6.6 

 

 

① 通報対象者は、職場に

私物の冷蔵庫を持ち込み個

人使用している。当該冷蔵

庫の電気代は県の費用で支

払われているため盗電であ

り、窃盗や横領にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 通報対象者は、公共交

通機関による通勤であると

聞いていたところ、車通勤

をしていると思われる様子

がある。公共交通機関によ

る通勤手当を支給されてい

る場合、車通勤をしてい

る、又はしていた期間は手

当の不正受給であり、横領

や脱税にあたる。 

 

① 通報対象者の所属はリサイクル

センターから調達した冷蔵庫を利用

していた。しかし、あまり冷えなく

なったために代替機を探したが、リ

サイクルセンターに在庫がなく、ま

た職員互助会の福利厚生事業も時期

が合わず活用できなかったことか

ら、暫定的な措置として通報対象者

の善意により提供された冷蔵庫を、

所属長了承のうえで共同利用してい

るものである。 

職員の健康管理など福利厚生の観

点から、暫定的な措置として、必要

なものであると認識している。 

 

② 通報対象者は子の送迎等で月に

数日は自動車通勤していることを確

認したが、手当の不正受給や横領、

脱税にあたる行為は確認できなかっ

た。 

 一方で、自動車通勤の割合が現在

よりも多くなれば、通勤方法の変更

申請が必要になる場合もあること

や、その場合は遅滞なく申請を行う

ように注意喚起行った。 

 なお、公共交通機関を利用する職

員に対する通勤手当の支給について

は、その支給対象を「通勤のため、

交通機関又は有料の道路を利用し、

その運賃・料金を負担することを常

例とする職員」としており、公共交

通機関を利用していない日があった

としても、直ちに不正受給にあたる

ものではないことを申し添える。 

 



 番号 受付日等 通報の概要 調査結果の概要 

R6-7 

 

（受付） 

外部窓口 

 R7.2.27 

総務部 

 R7.2.28 

 

（調査結果

の通知） 

 R7.3.27 

 

 

① 通報対象者は、ビジネ

スチャットアプリ slackの

所属チャンネル内で、新聞

記事の電子ファイルを投稿

した。これにより、当該新

聞社に対して、著作権法第

２３条第１項の公衆送信権

を侵害し、電子ファイルの

作成にあたり同法第２１条

の複製権を侵害した。 

 

② 通報対象者は、ビジネ

スチャットアプリ slackの

所属チャンネル内で、テレ

ビ番組画面、マスメディア

ホームページ画面を投稿し

た。これにより、当該マス

メディアに対して、著作権

法第２３条第１項の公衆送

信権を侵害し、電子ファイ

ルの作成にあたり同法第２

１条の複製権を侵害した。 

 

③ 通報対象者は、ビジネ

スチャットアプリ slackの

所属部局チャンネル内で、

芸能人の顔が載った電子フ

ァイルを投稿した。これに

より、当該芸能人に係るパ

ブリシティ権を侵害した。 

 

④ 通報対象者は、庁内の

情報共有用アプリにおい

て、自身のプロフィールの

アイコンに、キャラクター

の画像を使用している。こ

れにより、当該キャラクタ

ーの作者の著作権を侵害し

た。 

 

①②③④ Slack等の庁内情報共有

ツールの利用に関しては、利用ルー

ルや利用要領、基準等により、適切

な運用について必要な事項が定めら

れているところである。 

 担当所属では、当該ルール等を踏

まえて適宜運用状況をチェックして

おり、著作権等に反する恐れのある

投稿等を発見した場合は、対象職員

へ連絡し、即時削除を指示する対応

を行っている。 

今回の通報内容について、実際の

投稿等を確認したところ、是正すべ

き内容であることが確認されたた

め、投稿等を行った職員に連絡のう

え即時削除を指示するとともに注意

喚起を行った。 

あわせて、令和７年３月１９日付

け事務連絡「Slackの適切な利用に

ついて」を全所属向けに発出し、

Slackに追加する絵文字、アイコ

ン、投稿する画像等について著作権

その他の権利を侵害することのない

よう、改めて注意喚起及びルールの

周知を行った。 

  



【不受理】 

（総合窓口分：１件、外部窓口分：０件） 

 番号 受付日等 通報の概要 調査結果の概要 

R6-8 

 

（受付） 

総務部 

 R7.3.9 

 

（不受理の

通知） 

 R7.3.13 

 

 

 

 

 

三重県職員等公益通報取扱要綱第 

３条第１項各号に規定する職員等に 

当たらないため、不受理。 

 


